
（
登
記
の
税
率
の
軽
減
を
受
け
る
事
業
再
編
の
範
囲
等
）

（
登
記
の
税
率
の
軽
減
を
受
け
る
事
業
再
編
の
範
囲
等
）

第
四
十
二
条
の
六

省

略

第
四
十
二
条
の
六

同

上

２

法
第
八
十
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
ロ
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る

２

法
第
八
十
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
ロ
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
は
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に

と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
登
記
を
受
け

つ
い
て
登
記
を
受
け
る
者
の
次
に
掲
げ
る
計
画
に
基
づ
き
増
加
し
た
資
本
金
の
額
を
合

る
者
の
一
の
認
定
事
業
再
編
計
画
（
同
項
に
規
定
す
る
認
定
事
業
再
編
計
画
を
い
う
。

計
し
た
金
額
と
す
る
。

）
又
は
一
の
認
定
事
業
基
盤
強
化
計
画
（
造
船
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
九

一

法
第
八
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
事
業
再
編
計
画

号
）
第
十
五
条
の
規
定
の
適
用
に
係
る
同
法
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
事
業

二

造
船
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
十
五
条
の
規
定
の
適
用
に
係

基
盤
強
化
計
画
を
い
う
。
）
に
従
つ
て
増
加
し
た
資
本
金
の
額
を
合
計
し
た
金
額
と
す

る
同
法
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
事
業
基
盤
強
化
計
画

る
。

三

食
品
等
の
持
続
的
な
供
給
を
実
現
す
る
た
め
の
食
品
等
事
業
者
に
よ
る
事
業
活
動

の
促
進
及
び
食
品
等
の
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
五
十
九

号
。
以
下
第
六
号
ま
で
に
お
い
て
「
食
品
等
持
続
的
供
給
法
」
と
い
う
。
）
第
十
七

条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
食
品
等
持
続
的
供
給
法
第
六
条
第
一
項
の
認
定
を

受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
安
定
取
引
関
係
確
立
事
業
活
動
計
画
（
食
品
等
持
続
的
供

給
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後

の
も
の
）

四

食
品
等
持
続
的
供
給
法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
食
品
等
持
続
的

供
給
法
第
八
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
流
通
合
理
化
事
業
活
動

計
画
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
食
品
等
持
続
的
供
給
法
第
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）

五

食
品
等
持
続
的
供
給
法
第
十
七
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
食
品
等
持
続
的

供
給
法
第
九
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
環
境
負
荷
低
減
事
業
活

動
計
画
（
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
食
品
等
持
続
的
供
給
法
第
七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）

六

食
品
等
持
続
的
供
給
法
第
十
七
条
第
五
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
食
品
等
持
続
的

供
給
法
第
十
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
消
費
者
選
択
支
援
事
業

活
動
計
画
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
食
品
等
持
続
的
供
給
法
第
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）

３

省

略

３

同

上

（
登
記
の
税
率
の
軽
減
を
受
け
る
不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約
の
範
囲
等
）

（
登
記
の
税
率
の
軽
減
を
受
け
る
不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約
の
範
囲
等
）

第
四
十
三
条
の
三

法
第
八
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
契
約
の
う
ち
政
令
で
定
め

第
四
十
三
条
の
三

同

上

る
も
の
は
、
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
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契
約
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業
契
約
」
と
い
う
。
）
の
内
容
と
し
て
次
に
掲
げ

る
事
項
の
全
て
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

省

略

一
・
二

同

上

三

次
に
掲
げ
る
対
象
不
動
産
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項

三

同

上

イ

法
第
八
十
三
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
土
地
の
上
に
新
築
等
を
す
る
同

イ

法
第
八
十
三
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
土
地
の
上
に
新
築
等
を
す
る
同

号
に
規
定
す
る
特
定
建
築
物

当
該
土
地
又
は
そ
の
土
地
の
上
に
存
す
る
権
利
の

号
に
規
定
す
る
特
定
建
築
物

当
該
土
地
又
は
そ
の
土
地
の
上
に
存
す
る
権
利
の

取
得
後
三
年
以
内
に
当
該
特
定
建
築
物
の
新
築
等
に
着
手
す
る
こ
と
。

取
得
後
二
年
以
内
に
当
該
特
定
建
築
物
の
新
築
等
に
着
手
す
る
こ
と
。

ロ

法
第
八
十
三
条
の
三
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
建
築
物

当
該
建
築
物
及
び
そ

ロ

法
第
八
十
三
条
の
三
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
建
築
物

当
該
建
築
物
及
び
そ

の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
土
地
又
は
そ
の
土
地
の
上

の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
土
地
又
は
そ
の
土
地
の
上

に
存
す
る
権
利
の
取
得
後
三
年
以
内
に
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
特
定
増
築
等
に

に
存
す
る
権
利
の
取
得
後
二
年
以
内
に
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
特
定
増
築
等
に

着
手
す
る
こ
と
。

着
手
す
る
こ
と
。

四

省

略

四

同

上

２

法
第
八
十
三
条
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
建
替
え
が
必
要
な
建

２

同

上

築
物
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
並
び
に
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
特
定
増
築
等
を
す

る
こ
と
が
必
要
な
建
築
物
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
建
築
物
と
す

る
。

一

新
築
さ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
年
を
経
過
し
た
建
築
物

一

新
築
さ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
し
た
建
築
物

二

省

略

二

同

上

３
～

省

略

３
～

同

上

10

10
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